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記載内容の確認 

検定本と☆本の整合性を確認 

巻末「教科書組み合わせ表」参照 

教員用冊数 ※不要の場合は０ 

特別支援学校及び特別支援学級用教科書 

 

文部科学省著作教科書（特別支援学校用）の給与を受ける場合には，原則として同種目の検定教科書の給与を受ける

ことはできない。特に、令和７年度使用教科書で新たに追加になった中学部知的障害者用著作教科書「社会」，「理科」，

「職業・家庭」については，以下の点に留意すること。 

・社会☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆の給与を受ける場合には，検定教科書の社会（地理的分野）、社会（歴史的分野）、社会（公

民的分野）の給与を受けることはできない。 

・理科☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆の給与を受ける場合には，検定教科書の理科の給与を受けることはできない。 

・職業・家庭☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆の給与を受ける場合には，検定教科書の技術・家庭（技術分野），技術・家庭（家庭

分野）の給与を受けることはできない。 

ただし，小中学部聴覚障害者用教科書「言語指導」及び「言語」については，国語・書写とは種目が異なるため検定

教科書と併せて給与を受けることができる。これらの著作教科書と検定教科書の需要数の把握にあたっては，複数の種

目の内容を含む著作教科書もあることから，令和６年２月１日付け５初教科第２７号の通知等を参照し，二重給与とな

らないよう留意しつつ適切な需要数報告に努めること。 

・特別支援学校，小・中学校の特別支援学級等において，教科書を通常使用する学年と異なる学年で使用する場合にお

いても，通常使用する学年の需要数欄に入力すること。 
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記載内容の確認 

検定本と☆本の整合性を確認 

巻末「教科書組み合わせ表」参照 

教員用冊数 ※不要の場合は０ 

特別支援学校及び特別支援学級用教科書 

 

特別支援学校（中学部）や中学校の特別支援学級において，下位の学校段階の教科書を使用する場合（例えば，中学

部で小学校用教科書目録に掲載された教科書を使用する場合など）においては，下位の学校段階用の需要数入力画面で

需要数を入力すること。 

ただし，☆本については，中学段階において小学段階の☆本を使用する場合，小学段階の☆本であっても中学段階の

需要数入力画面で需要数を入力すること。 
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